
福
井
県
都
市
計
画
審
議
会
条
例
を
公
布
す
る
。 

昭
和
四
十
四
年
三
月
二
十
二
日 

福
井
県
知
事 

 

中
川 

平
太
夫 

福
井
県
条
例
第
十
四
号 

福
井
県
都
市
計
画
審
議
会
条
例 

（
趣 

 

旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
福
井
県
都
市
計
画
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
組 

 

織
） 

第
二
条 

審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
知
事
が
委
嘱
す
る
。 

一 

学
識
経
験
の
あ
る
者 

七
人
以
内 

二 

関
係
行
政
機
関
の
職
員 
七
人
以
内 

三 

市
町
の
長
を
代
表
す
る
者 

一
人 

四 

県
議
会
の
議
員 

四
人
以
内 

五 

市
町
の
議
会
の
議
長
を
代
表
す
る
者 

一
人 

３ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
委
嘱
さ
れ
る
委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠

け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
委
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

４ 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

（
臨
時
委
員
お
よ
び
専
門
委
員
） 

第
三
条 

審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
若
干
人

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
若
干
人
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

臨
時
委
員
お
よ
び
専
門
委
員
は
、
知
事
が
任
命
し
、
ま
た
は
委
嘱
す
る
。 

４ 

臨
時
委
員
は
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
、
専
門
委
員
は
当
該
専
門
の

事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

臨
時
委
員
お
よ
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

（
会 
 

長
） 

第
四
条 

審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
委
嘱
さ
れ
た
委
員
の
う

ち
か
ら
委
員
の
選
挙
に
よ
つ
て
こ
れ
を
定
め
る
。 



２ 

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

３ 

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
ま
た
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
定
す
る
委
員

が
そ
の
職
務
を
代
理
し
、
ま
た
は
そ
の
職
務
を
行
う
。 

（
会 

 
議
） 

第
五
条 

審
議
会
は
、
会
長
が
召
集
す
る
。 

２ 

審
議
会
は
、
委
員
お
よ
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会

議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

会
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

４ 

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
お
よ
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
を
も
つ
て
決

し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
常
務
委
員
会
） 

第
六
条 

審
議
会
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
項
で
軽
易
な
も
の
を
処
理
す
る
た
め
、
常
務
委
員
会
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

常
務
委
員
会
は
、
会
長
の
指
名
し
た
委
員
十
人
以
内
を
も
つ
て
組
織
す
る
。 

３ 

前
条
の
規
定
は
、
常
務
委
員
会
に
準
用
す
る
。 

（
幹 

 

事
） 

第
七
条 

審
議
会
に
、
審
議
会
の
庶
務
を
処
理
す
る
た
め
幹
事
若
干
人
を
置
く
。 

２ 

幹
事
は
、
福
井
県
職
員
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
す
る
。 

３ 

幹
事
は
、
会
長
の
命
を
受
け
、
会
務
を
処
理
す
る
。 

（
庶 

 

務
） 

第
八
条 

審
議
会
お
よ
び
常
務
委
員
会
の
庶
務
は
、
土
木
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

（
雑 

 

則
） 

第
九
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
お
よ
び
常
務
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会

長
が
審
議
会
に
は
か
つ
て
定
め
る
。 

附 
 

則 

こ
の
条
例
は
、
都
市
計
画
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

（
平
成
元
年
条
例
第
四
九
号
） 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
 

則 

（
平
成
一
二
年
条
例
第
八
一
号
） 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
 

則 

（
平
成
一
七
年
条
例
第
六
五
号
） 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 


